
■無免許ビジネス■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 200号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. ブログから：無免許ビジネス 

 

起業支援という仕事をしていると、「この仕事はどんな許可や手続きが必要でしょう？」という相談をよく受け

る。 

だが、許可や手続きが必要なのは、それが新しいビジネスではない証拠。 

あなたにとって初めてでも、すでに誰かがやってるから、誰もができることだから、そこに許可や手続きが必要

になる。 

僕がいつも「起業≠創業」というのはまさにこのことで、「起業は新しいこと」で、「創業は初めてのこと」とい

う意味だ。 

タイトルの「無免許ビジネス」とは、もぐりやインチキで創業するのでなく、免許など存在しない新たな分野で

起業することだ。 

・ 

だが、実際には他にも様々な「無免許ビジネス」がある。 

例えばその代表は、本人がやるビジネスだ。 

多くのビジネスは、顧客の代わりに何かをやることなので、様々な規制やルールは顧客を保護するためだ。 

弁護士、建築士、調理師など、顧客の代わりに裁判、設計、料理を行うから資格が必要なのであり、自分で弁護

し、自分で設計し、自分で料理するなら、特に資格は必要ない。 

僕が建設会社を経営しているとき、弁護士の Hさんの自宅を施工した。 

彼は、自宅を建てるのに設計士と意見が合わず、結局自分で JWCADを学び、設計して確認申請まで取ってしま

った。 

当然そんな恐ろしい弁護士の工事を請け負う施工会社などあるはずもなく、HさんはWEBで僕の会社を見つけ

てやってきた。 

もちろん会社の人たちは、そんな仕事はやりたくないと言うが、僕は Hさんのチャレンジに感心し、喜んで仕事



を引き受け、結局その後Hさんとは親友になり、もう一軒自宅を建てることになった。 

・ 

さらに言うと、自分がやらなくても他人に何でも許可できるビジネスがある。 

それは、所有のビジネスだ。 

土地や建物だけでなく、様々な所有物を貸すビジネスには制約がない。 

もちろん犯罪や不正など、社会が認めない行為に対する規制はあるが、それ以外の規制はすべて「所有者」によ

るものだ。 

つまり、所有とは「規制する力」であり、「何でも許す力」でもある。 

ほとんどの人が、土地所有を不動産業と勘違いしているが、所有者が土地を売買や賃貸するのに何の資格も必要

ないし、不動産業者を介在させる義務も無い。 

僕が笑恵館の事業を内閣府に公益申請した時に、宅建の資格が不要なことを説明するのに苦労したくらいだから、

この思い込みは半端じゃない。 

だが現に、シェアハウスなど、不動産の又貸し業務には宅建業者の資格は要らない。 

・ 

結局「免許がいらないビジネス」とは、「自由なビジネス」のことを指すが、当然ながらこの「自由」には、「責

任」が伴う。 

そもそもビジネスに制約があるのは、顧客を保護するためだと先ほど述べたが、実はその自由を制限することで

守られているのはビジネスの方だ。 

ビジネスは、顧客の期待に応えることで対価をもらうが、対価に見合う価値が無かったり、価値に見合った対価

を得られずに継続しなければ失敗だ。 

もちろんビジネスは成功を目指し、失敗したいわけではないが、顧客や取引先に損や迷惑を与える失敗を防いだ

り、失敗を償う責任がある。 

僕が会社を潰した時、周囲から「社長の仕事は会社を潰れないように頑張ることだ」とよく言われたものだが、

僕はそう思わない。 

たとえ周囲に迷惑をかけても、それを許す上に応援していただけるような失敗をしなければ、再起は図れない。 

むしろ「自由とは、失敗を前提にチャレンジすること」ではないだろうか。 

・ 

こうして話を進めてくると、「とてもお金はもらえない」とあなたは思うかも知れない。 

だが、僕の思いはその逆だ。 

何の資格も無く、失敗を覚悟の上で、未知の課題に挑むこと・・・だからこそ、きちんと対価を請求し、責任を

負う意思を明確にすべきと僕は思う。 

なぜなら、僕が支援しようとする土地所有者は、他人に自由を与える「究極の自由」を行使できるから。 

必要なことは、依頼者の身になって、依頼者の代わりに失敗する覚悟を持つことだと僕は思う。 

 

http://nanoni.co.jp/20190303/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. 今週のトピックス：同行のお誘い ４件 

 

今週は、同行歓迎の予定が４つありますので、ご一緒しませんか？ 

 



１．建材フェア 

LDKの玉田君と会うために、出店中の「建材フェア」に行くんですが、せっかくなので面談の前に建材フェアを

見学しようと思います。興味のある人、松村の説明付きで行きませんか？ 

日時：3/6（水）10-12時 

場所：東京ビッグサイト 

 

２．アトリエピッコロ https://www.info-atelierpiccolo.com/ 

原宿駅期からほど近く、京セラビルの地下にあるミニショップ「アトリエピッコロ」を訪問します。ここは、写

真家の鈴木さやかさんが運営するスペースなんですが、月に 2，3 日しか滞在できず、もったいない現状です。

そこで、このスペースの有効活用を考えるため、興味のある方をお招きして鈴木さんにお引き合わせします。興

味のある方、ぜひご一緒しましょう。 

日時：3/6（水）15-16時 

場所：アトリエピッコロ 渋谷区神宮前 6-27-8京セラ原宿ビル B1 

https://www.info-atelierpiccolo.com/アクセス/ 

 

３．カプラー起業交流会 

ビジネスと地域を繋ぐ「カプラー(連結器)」という名の NPOは、毎月第２，４金曜日の夜、世田谷区三軒茶屋で

交流会を開催し、世田谷エリアでの情報交換を行っています。 

2007年に設立後、現在僕は事務局長として第 2金曜の例会に参加してますので、よろしければお越しください。 

日時：3/8（金）09-18時 

場所：三軒茶屋キャロットタワー3階 市民活動支援コーナー 

 

４．チャレンジアシストプログラム 合同報告会 

僕が審査員を務める「東京都が主催する若者対象の助成事業」の活動報告会です。チャレンジする若者たちの報

告を聞いた後、懇親会を行いますので、興味のある人ご一緒しましょう。 

日時：3/10（日）13-17時 

場所：Bunb(東京スポーツ文化館) 江東区夢の島 2-1-3 

   http://www.ys-tokyobay.co.jp/social/#cap02 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今後の予定：今週・来週以降 

 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）03/04 ○09-18時 面談可（笑恵館） 

（火）03/05 ◎終日 面談可（青葉台） 

（水）03/06 作業日 

   10-12時 ●建材フェア(ビッグサイト) 



   15-16時 ●アトリエピッコロ(原宿) 

（木）03/07 ○13-19時 面談可（笑恵館） 

（金）03/08 ◎09-18時 面談可（青葉台） 

19-21時 ★カプラー起業交流会（三茶） 

（土）03/09 ○09-18時 面談可（笑恵館） 

13-17時 ★各種・笑恵館セミナー 

（日）03/10 ◎終日 面談可（青葉台・新木場） 

   14-17時 ●チャレンジアシスト合同報告会 

   http://www.ys-tokyobay.co.jp/social/ 

 

■その後のイベント 

03/14 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

03/14 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

03/16 ★各種・笑恵館セミナー 

03/23 ★各種・笑恵館セミナー 

03/24 ★名栗の森オーナーシップクラブ例会（飯能） 

03/28 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

04/12 ★カプラー起業交流会（三茶） 

04/18 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

 

相談のある人、一杯やりたい人、歓迎です。 

松村の予定はこちらで随時公開しています。http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


